
＜申込受付＞

受付時間

受付場所

　電　話：０７９７－８５－１０９１

ＦＡＸ：０７９７－８５－１０９２ 【ＱＲコード】

ホームページURL：http://www.takarazuka-shiei.com

お問い合わせは 　宝塚市営住宅管理センター　まで

市営住宅の入居者を募集します。

この案内書の内容をよくご理解の上で申込みをしてください　

業務時間：日・祝・１２／２９～１／３を除く　９時～１８時

令和6年度（2024年度）【上期】

宝塚市営住宅入居申込案内書

※業務時間を通常より延長しています。
※６月９日（日）のみ１８時まで

（阪急宝塚駅前　ソリオ２　５階）裏表紙の「周辺地図」参照

受付期間 令和６年６月３日（月）～６月１４日（金）

９時～１９時

宝塚市営住宅管理センター　窓口のみ（郵送不可）
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申込受付

・申込資格には、いろいろな条件があります。

  とみなしますので、その旨ご了承願います。

公開抽選

　示しますのでそちらでご確認をお願いいたします。

※詳細は

　13ﾍﾟｰｼﾞ参照

　されたものとみなし、繰上げはありません。

書類審査

・審査の結果、仮当選を取消する場合があります。

入居決定

書類提出

・入居予定者の方は説明会に必ず出席してください。

　とみなします。

・鍵は入居者説明会の際にお渡しします｡

・鍵を受け取った翌日から日割家賃が発生します。

入　　居

・家賃は口座振替の方法でお支払いいただきます。

　（入居開始の月は、日割り家賃を納付書で納めていただきます。）

・募集割れ住宅に申込みされた場合、補欠者としての権利は、自動的に辞退

募集割れ住宅
の再受付

申込みから入居まで

１

２

・申し込まれる方は、この案内書の内容をすべてご理解されているもの

令和６年６月２１日（金）　１０時００分～

令和６年６月３日（月）～６月１４日（金）

　の案内と一緒に通知します。（令和６年８月末まで）

3-2

・抽選結果のお問い合わせには一切応じられませんので、ご了承願います。

　なお、抽選結果は、宝塚市営住宅管理センター内およびホームページに掲

・補欠者の繰上げは、仮当選者が失格・辞退となった場合にのみ、書類審査

・対象住宅は、申込受付のなかった住宅（募集割れ住宅）です。

・仮当選者のみ、書類審査の案内と一緒に通知します。（７月上旬頃）

令和６年７月上旬頃

　申込対象者とし、先着順に受け付けます。

・公開抽選で補欠者となった方で、募集割れ住宅への入居を希望される方を

入居指定日から１５日以内

７

・抽選会への参加は自由です。参加されなくても当落には影響ありません。

抽選結果等の
通知

令和６年９月上旬頃

６

・あわせて、入居のために必要な書類や、入居説明会の日時・場所等を案内

　付及び金融機関にて口座振替（自動払込）の依頼をされた上、敷金領収書

　で、入居予定者としての正式な決定を通知します。

ま
た
は

・また、管理センターが指定する期日までに、敷金（家賃の３カ月分）の納

　必要書類とあわせて提出いただきます。

４ 令和６年７月中旬頃

・正当な理由なく入居されない場合は入居辞退とみなします。

工事の状況等により、入居が遅れる場合があります。　

　と、口座振替依頼書の控えを併せて提出いただきます。

令和６年８月中旬～下旬頃

・正当な理由なく説明会に参加されず、手続きをされない場合には入居辞退

８

５ 令和６年８月上旬頃

　します。

・令和６年８月初旬に開催予定の宝塚市営住宅入居者選考委員会に諮った上

3-1

入居者説明会
及び鍵渡し

　る方１名と連署し・押印（名義人のみ実印）して、名義人の印鑑証明書等

・必要な書類を持参して頂き、提出書類に基づき審査を行います。

令和６年６月２２日（土）～６月２４日（月）

・市営住宅使用証書（賃貸借契約書にかわるもの）に、緊急時の連絡先とな

－ 1 －



１ 申込資格

※ ６月３日以降の届出による住民票の異動は認めません。

（１）

※ 　阪神・淡路大震災において宝塚市内で被災し、宝塚市が発行する全壊（焼）

・半壊（焼）の被災者証明書をお持ちの方で被災家屋の解体を証明できる方は

この限りではありません。

　申込みは震災時の世帯主が原則です。震災時の世帯主以外の方が、結婚・離

婚等により世帯を分離した場合は、被災者世帯とは認められません。

（２）①

[未出生の子（胎児）は人数に含みません]

※ 　婚約者と申し込む場合は、申込時までに４９ページの「婚約証明書」を提出

し、かつ入居時までに入籍（内縁含む。）できること。

※ 　内縁関係である場合は、住民票などで未届の夫、未届の妻となっているとと

 もに、戸籍謄本でも他に婚姻関係がないことが確認できること。

※ 　LGBT等のパートナーと申し込む場合は、申込時までに本市のパートナーシッ

プ・ファミリーシップ宣誓書受領証（以下「受領証」という。）又は宝塚市パ

ートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受付票（以下「受付票」という。）を

提出し受付票にて申込みをした場合は、入居時までに受領証を提出できること。

※ 　離婚を理由に申し込む場合は、裁判所への調停申立て済み又は離婚協議中

で、かつ、入居時までに離婚が成立していること。

※ 　入居予定者全員が現に居住地を一つにしており、そのことを住民票（世帯全

員）等で証明できる世帯。（婚約中等特別な事情の場合を除く）

※ 　夫婦の別居、友人等の寄宿世帯、他に扶養義務者のある祖父母、親、兄弟

姉妹などを新たに呼び寄せて同居するなど不自然な世帯の合体・分離をした

世帯については、申し込むことはできません。

  世帯員が２人以上であるときは、その家族構成が夫婦又は親子

を主体としたものであること。

　令和６年６月２日までに、次の（１）から（７）のすべてに

注意
 　今後、国の制度の見直し等により、申込資格が変わる場合があります。

　現に宝塚市内に住所又は勤務場所を有し、住民票、在職証明

書等で６月３日現在の事実確認ができる方。

該当する方に限ります。

 以下の記載は今回の募集に係るものとしてご理解ください。
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②

ア 　満６０歳以上の方。

イ 　身体障害者福祉法施行規則別表第５号の１級から４級までの身体障碍のある

方。

ウ 　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第６条第３項に規定する１

級から３級の精神障碍のある方。

エ 　ウと同程度(Ａ、Ｂ１、Ｂ２)の知的障碍のある方。

オ 　戦傷病者特別援護法第２条第１項に規定する戦傷病者で、恩給法の別表第１

号表の２の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表の３の第１款症で

ある方。

カ 　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第１１条第１項の規定による厚生

労働大臣の認定を受けている方。

キ 　生活保護法第６条第１項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律第１４条第１項に規定する支援給付を受けている方。（中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正

する法律（平成１９年法律第１２７号）附則第４条第１項に規定する支援給付

を受けている方又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立

の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成２５年法律第１０６号）附則

第２条第２項の規定によりなお従前の例によるものとされた支援給付を受けて

いる方を含む。）

ク   海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で日本に引揚げた日から５年

未満の方。

ケ 　ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第２条に規

定するハンセン病療養所入所者等。

コ 　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第１条第２項に規定

する被害者（同法第２８条の２に規定する関係にある相手からの暴力を受けた

方を含む）で、同法第３条第３項第３号の規定による一時保護、同法第５条の

規定による保護が終了して５年未満の方、同法第１０条第１項又は第１０条の

２の規定により裁判所の保護命令の効力が生じた日から５年未満の方、又はた

からづかＤＶ相談室等の配偶者暴力相談支援センター等による被害者の保護に

関する証明書等（発行日が令和６年６月２日までのものが有効）が発行されて

いる方。

　単身で申し込む場合は、次のア～コのいずれかに該当している

方。

－ 3 －



（３） 申込住宅の区分に応じた条件にあてはまること。

※

備考

車椅子が不要になったり、車
椅子を使用する人が死亡や退
去した場合には住宅を返還又
は住替え（自費）していただ
きます。
重複申込不可。

原則として入居後に親族等を
同居させることはできませ
ん。世帯分離不可。

世帯分離不可。

※

左記いずれの場合も、世帯の
合体・分離は不可。
未出生の子（胎児）は人数に
含みません。

３人以上世帯 世帯人数が３人以上の世帯。

４人以上世帯 世帯人数が４人以上の世帯。

（申込住宅の区分・条件等）

単身のみ
単身世帯の方。(３ページの②に該当する方の
みの世帯)

単身可
世帯人数に制限はありません。単身の場合の
申込資格は上記と同じ。

区分 申込条件

ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
１ＤＫ

６５歳以上の高齢単身者。

２人以上世帯 世帯人数が２人以上の世帯。

車椅子常用
世帯向住宅

世帯の中に車椅子を常用する方がいることが
必要です。
（※仮当選後、書類審査時に、車椅子を常用
していることがわかる診断書をご提出いただ
きます。）

障碍者世帯
優先住宅

中程度以上の障碍者（身体障害者手帳１～４
級、療育手帳Ａ・Ｂ１又は精神障害者保健福
祉手帳１・２級の交付を受けている）の方、
難病により障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律の自立支援給付
を受けられている方又は地域生活支援事業を
利用されている方がいる世帯。

　世帯人数に応じて、国が目標とする最低居住水準が定められておりますので、

次ページの表をご参照ください。

左記いずれの場合も、原則と
して入居後に親族等を同居さ
せることはできません。
重複申込不可。ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ

２ＤＫ

夫婦のうちどちらかが６５歳以上の高齢者夫
婦のみの世帯又はどちらも６５歳以上の高齢
者のみの親族２人世帯。

　募集のない区分もありますので　９募集住宅一覧表（２１ページ以降）をご

左記いずれの場合も、希望さ
れる場合のみ申し込んでくだ
さい。申し込まれた場合、他
の住宅（重複申込不可となっ
ていないもの）からも１戸申
込可能ですが、先に優先住宅
の抽選を行います。

ひとり親世帯
等優先住宅

２０歳未満の子を扶養する母子世帯、父子世
帯、ＤＶ被害者（３ページの②のコ）の方又
は児童福祉法第２３条第１項の母子生活支援
施設における保護が終了した日から起算して
５年を経過していない方。

覧ください。
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世帯人数 専用面積 世帯人数 専用面積

１人 ２５㎡ ４人 ５０㎡

２人 ３０㎡ ５人 ６０㎡

３人 ４０㎡ ６人 ７０㎡

（４）

（５）

※

１

２

３

４

５

６

７

※
８

９

10

住宅の入居資格（収入基準）の範囲内にあること。

原則として、

・普通市営住宅・再開発市営住宅については　月額１５８，０００円以下
・改良市営住宅については　月額１１４，０００円以下

ですが、世帯の状況によっては上限の緩和措置があります。

くわしくは１５ページから２０ページの　８　入居資格収入基準と計算　を

参照してください。

【参考】最低居住水準

　収入に比較して現在の家賃は著しく過重である。

　住宅の規模または間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な
居住状態である。

　正当な立ち退き要求を受けているが立ち退き先がない（ただし、家賃滞納や
迷惑行為など、自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く）。

（住宅困窮状況）

まること。

　入居しようとする家族全員の収入合計が、国で定める公営

  現在住宅に困っている理由が、次の表のいずれかにあては

　保安上危険又は衛生上有害な状態の住宅に住んでいる。

　他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている。

　婚約が成立しているが、住宅がないため結婚が延びている。

　勤務先から著しく遠距離に住んでいる。

　その他客観的に著しく住宅に困窮している。

※８の「婚約」については、次ページをご確認ください。

　持ち家の方の場合、売買契約の成立等、既に処分をすることが決まっ

ており、かつ、宝塚市が指定する日までに処分を実行することが必要で

す（登記事項証明書等により確認できない場合は失格となります）。

　住宅以外の建物又は場所に住んでいる。

　住宅がないため親族と別居している。

－ 5 －



（６）

ただし、家賃等の滞納がなく、

①

②

（７）

①

②

③

④

⑤

⑥

  過去に市営住宅に入居していた方で、当該住宅の家賃等に未払いがある場合。

  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６項に規定する暴
　力団員。

　団地内で犬・猫・鳥等を飼育される方。

  所得の申告義務があるにもかかわらず、申告していない方。

  過去に市営住宅に入居していた方で、家賃滞納や迷惑行為等による訴訟や勧
　告により当該住宅を明渡したことがある場合。

※８の「婚約」について

　婚約中の方は審査時に、ご本人の所得証明書に加え、婚約者の方の最新年度
の所得証明書も必要です。

　入居後１４日以内に、入籍後の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し（続柄
記載のもの）を提出していただきます。申込後婚約者が変わったとき、又は上
記の書類の提出がないときは、当選されても失格となります。

　現在、市営住宅、県営住宅などの公営住宅に入居されてい

る方（又は既に入居決定されている方）は、原則として、申

　団地内で円満な共同生活ができない方。

は、申込みはできません（関係各機関に照会を行います）。

　申込資格を満たしても、次にあてはまる方（同居者含む）

込みはできません。

　現在、シルバーハウジング・高齢者世帯向特定目的住宅以外にお住まいの方
がシルバーハウジングに申し込まれる場合

　現在、車椅子常用世帯向住宅以外にお住まいの方が車椅子常用世帯向住宅に
申し込まれる場合

　以上①②の場合は、申込みを受付けます。

　なお、宝塚市営住宅と宝塚市営住宅以外の公営住宅（県営住宅等）との重複
申込は可能ですが、宝塚市営住宅以外の公営住宅に当選（入居決定）された場
合には、宝塚市営住宅の申込みを無効といたしますのでご注意ください。

　その他、特別な事情がある場合は、事前にご相談ください。
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２ 申込時の注意事項

（１）

（２）

（３）

（４）

１

２

３

４

５

６

７

８

９
　パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を利用して申し込む場合は、宣誓書受
領証又は宣誓受付票の写し。

　以下の書類を募集期間中に宝塚市営住宅管理センターまで持参してください。

　障碍者世帯優先住宅を申し込む場合は、その障碍の程度を証明する書類等の写し。
（例　身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・自立支援給付の受給者
証）

　ひとり親世帯等優先住宅を申し込む場合は、母子世帯、父子世帯等であることを証明
する書類の写し。（例　母子医療受給者証）

　申込資格のうち、市内被災を理由に申し込む場合は、被災証明書（全半壊）及び解体
証明書の写し。

　申込資格のうち､市内在勤を理由に申し込む場合は､その勤務先の事業主による勤務地
を証明する書類。【用紙は４７ページの（別紙１）在職証明書を使用してください。】

　婚約者と申し込む場合は、婚約証明書。【用紙は４９ページの（別紙２）婚約証明書
を使用してください。】

（郵送不可）必要書類を揃えるために日数がかかり、締切に間に合わない場合に

限りになりますので、よくご理解の上、申し込んでください。

当選されますと、その他の住宅での抽選は行わず、仮当選者の通知は１世帯１戸

　生活保護受給世帯の方は申込時にお申し出ください。なお、生活保護が申込要件とな
る場合は、必ず生活保護適用証明書を持参してください。

ります。

　市営住宅入居申込書。（この案内書に添付されています）

　受付記録カード。（平成１７年春以降に空家募集に申込みしたことがある方）

は申込みを受付けることができませんのでご注意ください。

　募集は住戸ごとに行い、同一団地同一タイプでも別々に募集します。

　障碍者世帯優先住宅又はひとり親世帯等優先住宅に申し込む方は、希望される

場合のみその他の住宅（重複申込不可の場合は除く）からも１戸申し込むことが

　重複申込が判明した場合には、当選された場合でも無効といたしますのでご注

意ください。同一世帯内で、申込名義人をかえて申し込んだ場合も重複申込とな

できます。ただし、この場合、はじめに優先住宅の抽選を行います。優先住宅に

　申込みは１世帯１戸限りとします。

　なお、優先住宅の取扱いについては（３）、募集割れ住宅の再受付の取扱いに

ついては１３ページを確認してください。
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（５）

（６）

（７）

（８）

（９）

（１０）

①

②

必要事項に全てご記入を済ませてからご来場ください。

　申込みの受付時に、受付票にて抽選用の受付番号を交付します。受付票の再発

行は行いませんので、なくさないように保管してください。

　募集住宅の内部は、鍵渡し前に下見することはできません。ただし、車椅子常

用世帯向住宅を除きます。（車椅子常用世帯向住宅に申込みを検討されている方

で、下見を希望される方はご相談ください。）

　急な転勤などのやむをえない場合を除き、辞退をしないようにお願いします。

なお、入居者の決定後に判明した場合は入居決定の取消、入居後の場合は入居承

認の取消となり、住宅を明け渡していただきます。

ことをおすすめします。

　申込後、誤字の修正を除き自ら申込書の内容変更はできません。入居申込書に

　申込後、いかなる理由があっても自ら申込住宅の変更はできません。事前に、

事実と異なる記載があることが判明したときは、申込みは無効になります。

周辺状況や交通機関等をよく調べられ、申込みの前に住宅周辺の下見をされる

　混雑時には、廊下等、管理センターの外で待機していただく場合がありま

すことを予めご了承ください。

す。

　下記にご協力ください。

また、申込時と入居者が異なる場合（出生・死亡を除く）は入居取消しになりま

　混雑を避ける為に、４４・４５ページの記入例を参考にして、申込書内の
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３ 多数回連続落選者等に対する優遇措置

（１）

①

ア）

イ）

ウ）

エ）

が取り消されたことがある場合

オ）

②

※ 「受付記録カード」は、平成１９年度春の募集より、受付票とは別に、

保管の便宜のために配布しています。募集ごとに応募者のカードに市営

住宅管理センターの受付印を押すことで、その方の連続落選の履歴を記

録します。

※ カードを紛失された場合は、連続落選の状況を確認できないので、優遇

措置は適用できません（カードの再発行はできません）。

③

ください。

　過去の申込みの名義が異なる場合

　申込みを辞退したことがある場合

　当選（補欠からの繰上げ当選を含む）を辞退したことがある場合

　虚偽の申込みその他の理由で当選（補欠からの繰上げ当選を含む）

法等）を見直す（制度の廃止を含む）可能性があります。あらかじめご了承

　多数回連続落選者に対する優遇措置については、将来的に制度（対象、方

今後の予定

ませんのでご注意ください。

　なお、以下のような場合は、理由の如何を問わず、連続落選とは認められ

　連続落選の回数等を「受付記録カード」で確認します。

　その他、客観的に連続落選と認められない場合

優遇措置の対象者

対象者の確認方法

多数回連続落選者に対する優遇措置

　平成１９年度春の募集より多数回連続落選者に対する優遇措置を実施していま

す。なお、平成２４年度春の募集より実施内容を一部変更していますのでご注意

ください。

　令和５年度下期の募集からさかのぼって４回以上連続で申し込み、そのすべ

います。）

てに落選されている方。（回数の算定は平成１７年度春の募集より実施して

－ 9 －



（２）

①

②

（３）

①

②

犯罪被害者等に対する優遇措置

　宝塚市犯罪被害者等支援条例の改正に伴い、令和元年度春の募集より特定犯罪

被害者等に対する支援策のひとつとして、優遇措置を実施しています。

優遇措置の対象者

　身体又は生命を害する犯罪により１月以上の重傷病を負われた方又はお亡

くなりになられた方のご遺族等で、犯罪を受けたことにより従前の住居に居

住することが困難になった方 （ただし、犯罪被害が発生した日から５年以

内）。

　詳しくは、宝塚市役所　防犯交通安全課（0797-77-2020）までお問い合わ

せください。

対象者の確認方法

　申込みの際に、宝塚市犯罪被害者等支援金に係る支給決定通知書の写しの

添付が必要です。また、犯罪被害によって従前の住居に居住することが困難

となっている状況についての申立書を提出していただきます。

子育て世帯に対する優遇措置【新規】

　令和６年度上期募集より、子育て世帯に対する子育て支援策のひとつとして、

優遇措置を実施します。

　それに伴い、従前の子育て世帯向住宅の区分はなくなっています。

優遇措置の対象者

　同居者に１８歳未満（令和６年４月１日時点）の子がいる世帯。

対象者の確認方法

　申込書に記載していただく生年月日で年齢を確認します。また、当選され

た場合は、書類審査時に住民票を提出していただき、年齢を確認します。
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（４）

①

②

（５）

連続落選が４回から９回まで 受付番号２つ（１つ追加）

連続落選が１０回以上 受付番号３つ（２つ追加）

特定犯罪被害者等 受付番号２つ（１つ追加）

子育て世帯 受付番号２つ（１つ追加）

若者夫婦世帯 受付番号２つ（１つ追加）

（６）

若者夫婦世帯に対する優遇措置【新規】

　令和６年度上期募集より、若者夫婦世帯に対する子育て支援策のひとつとして、

優遇措置を実施します。

優遇措置の対象者

　同居者が入居者の配偶者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻と同様の関係に

ある者その他婚姻の予約者を含む。）のみであって、当該入居者又は同居者が

対象者の確認方法

　申込書に記載していただく生年月日で年齢を確認します。また、当選された

場合は、書類審査時に住民票を提出していただき、年齢を確認します。

優遇措置の方法

　優遇措置の種類や連続落選の回数に応じて、下表のとおり、抽選用の受付番号を

３９才以下の世帯。　　　　　　　　　

住宅（重複申込不可の住宅を除く）１戸を重複して申し込むことができますが、

この場合の優先住宅に対して優遇措置は適用できませんので、ご注意ください。

追加交付することで、抽選で当選する確率を優遇します。具体的には、通常、住宅

１つの申込みに対して受付順に交付される受付番号１つで抽選を行いますが、優遇

措置の対象者には連続する受付番号を２つ（又は３つ）交付します。

優先住宅との重複申込について

　優遇措置の適用は一般住宅のみです。障碍者世帯優先住宅又はひとり親世帯等

優先住宅の要件に該当する方が優先住宅への申込みを希望される場合には、別の
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４ 公開抽選

（１）

※　具体例

（２）

（３）

受付番号

その次の受付番号の方を補欠２位（最終番号の次は受付番号１番の方）とし、順

に全員を補欠者とします。

申込者 ６名
（優遇）

抽選の方法

　公開抽選は、２名以上の公正な立会人のもと、来場者の中から希望される方に

抽選器を回していただき、出た玉の番号が仮当選となります。

　補欠については抽選を行わず、仮当選者の方の次の受付番号の方を補欠１位、

Aさん EさんDさんCさん

　上記のケースであれば、申込者は６名ですが、そのうち多数回連続落選等優遇

２と３ ５ ６と７と８

（優遇）

４ ９１

　また、仮当選・繰上げいずれの場合にも書留め郵便で通知を行い、あわせて書

８月末までに通知がない場合には、繰上げはありません。

　抽選結果については、抽選会終了日の１５時から令和６年７月末日までの期間

　開催日：令和６年６月２１日（金）１０時００分から

措置の対象となるＢさんには受付番号を１つ、Ｅさんには受付番号を２つ追加し

ますので、受付番号は９番までとなります。

また、補欠１位はＦさん、２位はＡさんとなり、以下Ｄさんまで順次全員が補欠

　※会場の定員を超える場合は、入場をお断りする場合がありますので、予めご

抽選会について

登録されます。

上げの通知をします。ただし、繰上げの期限は、令和６年８月末までとなります。

結果の通知

　　了承ください。

　抽選を行った結果、仮に当選番号が６番の場合、Ｅさんが仮当選となります。

　会　場：宝塚市商工会議所　多目的ホール（阪急宝塚駅前　ソリオ２　６階）

　※出席される方は直接会場までお越しください。出席は義務ではありません。

QRコードは表紙です。　

Bさん Fさん

類審査のご案内を同封しますが、指定の期日までに書類審査に来られない方は、

自動的に失格となり次位の補欠者に繰上げの通知をしますのでご了承ください。

中、宝塚市営住宅管理センターの窓口やホームページに掲示いたしますが、結果

ホームページURL：http://www.takarazuka-shiei.com

については仮当選者以外の方には通知しませんので、ご了承ください。

　なお、補欠の繰上げについては、仮当選者が失格・辞退となった場合にのみ繰

９個
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５ 募集割れ住宅の再受付

（１）

（２）

（３）

（４）

　※補欠者の詳細は、１２ページを確認してください。

　※他の補欠者の方の再受付の状況、補欠の順位に関することなどのお問い合

再受付
　期　　間：令和６年６月２２日（土）～６月２４日（月）

　　　　（ただし、受付時間前に来られた方については、受付順を抽選します）

　令和６年６月３日（月）から６月１４日（金）までの募集に対する申込み（以

下「本申込み」といいます。）がなかった住宅について、次の要領で再受付を行

　　　　　　　　ホームページURL：http://www.takarazuka-shiei.com

　公開抽選で補欠者となった方で、募集割れ住宅への入居を希望される方。

　　　　　　　　QRコードは表紙です。

　時　　間：１０時～１７時３０分

　通知期間：令和６年６月２１日（金）１５時００分

　　　　　　～令和６年６月２４日（月）（再受付の期間）まで掲示・掲載

　　されたものとみなし、繰上げはありません。

　※募集割れ住宅に申込みされた場合、補欠者としての権利は、自動的に辞退

　　　　　　②　宝塚市営住宅管理センター　ホームページに掲載

います。

　対象住宅：本申込みがなかった住宅（募集割れ住宅）

　　　　　※対象住宅にも住宅の区分に応じた条件があります。

　通知方法：①　宝塚市営住宅管理センター　窓口に掲示(営業時間内)

対象住宅とその通知

　再 受 付：先着順

再受付後の手続き
　募集割れ住宅に申込みされた方には、公開抽選での仮当選者と同様に、７月

　　わせには一切応じられません。

申込対象者

　場　　所：宝塚市営住宅管理センター　窓口

　必要書類：本申込みの際に交付した受付票を必ず持参してください。

　　　　　※受付票の持参がない方は、申込みできません。

上旬に書類審査の案内を発送し、７月中旬に書類審査を実施します。

－ 13 －



６ 入居決定

（１）

※

（２）

７ 入居上の注意事項

（１）

（２）

（３）

※ 金融機関の口座をお持ちでない場合には必ず口座を開設してください。

※

　令和５年１月１日以降に就職、転職、開業された方は、勤務先発行の給与

（具体例は１７ページをご覧ください）

後日実施する書類審査の際に入居予定者全員分の令和６年度市・県民税課税証明

決定の通知

　なお、当選が決定した後に申込資格が適当でない、あるいは不正等があったこ

　宝塚市営住宅入居者選考委員会の審議の結果、入居資格が適当と認められた場

　入居決定した後は、宝塚市営住宅管理センターからのご案内に従い、改めて書

書類審査

　抽選の結果、仮当選された方または募集割れ住宅に申込みされた方については、

　書類審査・実態調査等を実施するとともに、関係機関に照会後、適当と認めた

場合に令和６年８月初旬開催予定の宝塚市営住宅入居者選考委員会に諮ります。

とが判明した場合は、当該当選を取り消します。

類を提出いただく等の手続きを進めてください。

書（所得証明）及び住民票（戸籍表記あり）を提出していただきます。その際、

課税証明書により算定された所得が入居基準を上回った場合や、住民票等記載の

居住実態が申込資格に適合しない場合は、仮当選が取り消されることがあります。

口座振替を利用できる金融機関
　・ゆうちょ銀行（近畿２府４県に限る）　・三井住友銀行
　・三菱ＵＦＪ銀行　　　・りそな銀行　　・池田泉州銀行
　・但馬銀行　　　　　　・みなと銀行　　・関西みらい銀行
　・尼崎信用金庫　　　　・兵庫六甲農業協同組合

　入居時に緊急時の連絡先となる方１人を選任していただきます。

　入居時に敷金として、家賃の３カ月分をあらかじめ納めていただきます。

　家賃は、口座振替の方法によりお支払いいただきます。

支払証明書又は事業所得証明書の提出が必要です。

合、正式に入居予定者として当選決定し、通知します。
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（４）

（５）

区分 収入基準月額（円）

① 0 ～ 104,000 → 34,400

② 104,001 ～ 123,000 → 39,700 ×住戸ごとの応益係数

③ 123,001 ～ 139,000 → 45,400 　＝当該住宅の家賃

④ 139,001 ～ 158,000 → 51,200 （収入基準月額の算出は下記

⑤ 158,001 ～ 186,000 → 58,500 ８ 入居資格収入基準と計算

⑥ 186,001 ～ 214,000 → 67,500 をご覧ください）

（６）

（７）

（８）

（９）

（１０）

（１１）

８ 入居資格収入基準と計算

　家賃のほか、共用部分の維持・管理にかかる費用（共益費）を、入居者相互で負
担していただきます。共益費は各住宅（管理人様等）にて徴収します。共益費の金
額は住宅によって異なります。共益費は共同住宅に入居する以上は必ず支払わなけ
ればならないと解されていますので、その旨ご理解ください。

　家賃は入居者の収入によって決定されます。募集住宅一覧表の家賃欄には収入区
分ごとの家賃を記載しています。また入居後、収入超過者となった場合は、家賃が
変わります。

家賃算定基礎額

　入居後は毎年、前年の収入を申告していただかなければなりません。
収入申告の提出がない時は、近傍同種の家賃（近隣の民間賃貸住宅並みの家賃）と
なります。また、入居から５年以上経過後、収入の変動により世帯の収入が一定額
以上になった場合には、高額所得者と認定され、近傍同種の家賃が適用されるとと
もに、一定期間内に住宅を明け渡していただきます。

　障害年金、遺族年金、生活保護法による扶助費、雇用保険による失業給付金等非
課税の収入及び仕送り、労災保険金、休業補償は収入とはなりません。

　市営住宅では、犬・猫・鳥等動物の飼育、野良猫・野鳥等への餌付け行為は禁止
です。また、集合住宅のため、上下階や周辺の入居者に迷惑をかけないように、マ
ナーを守って共同生活をしなければなりません。円満な共同生活ができない方、迷
惑行為に対する指導に従わない方には、住宅を明け渡していただく場合がありま
す。

　市営住宅では、住戸内の改造は基本的に認めていません。手すりを設置する等の
軽微な改造であっても、市の承認が必要です。

　市営住宅では、名義人が死亡（又は退去）した場合、原則として、一定期間内に
住宅を明け渡していただきます。

　市営住宅では、住宅内外の掃除、植木、芝生の手入れ、ゴミの始末等は、すべて
入居者の皆さんが共同で行っていただきます。

　市営住宅には、ここに掲載した以外にも、民間賃貸住宅とは異なる様々なルール
が存在しています。詳しくは、入居時にお配りする「入居のしおり」をよくご覧く
ださい。

　市営住宅の申込みには、あなたの世帯全員の課税対象の収入が一定の基準内にあ
ることが必要ですので、次ページの「入居資格収入基準計算式」により確かめてく
ださい。ただし、入居審査のときまでに退職し、以後無職無収入になる方の所得は
除外します。（申込書に退職予定と記入してください）
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Ａ　入居予定者 （同居親族数＋同居 Ｂ　特別控除対

＝ 　　全員の所得 － 　していない扶養親 － 　　象者の控除

　　の合計額  族数）× ３８万円 　　合計額

１２カ月

Ａ

Ｂ

1

２

①

②

③

④

⑤

【注意】

注１

注２

注３

　また、収入基準を超えて申込みされる場合は、審査日（７月中旬）までに、退職

等をし収入基準を満たさなければ失格となります。

　同居親族・同居していない扶養親族・特別控除対象者の控除額は、２０ページの
[別表４]「控除額一覧表」を参照してください。

　令和５年１月１日以降に就職、転職、開業した方は、次ページの区分により１年
間の収入を推定してください。なお、この場合においては、仮当選後の書類審査の
際に次表に記載した給与支払証明書又は事業収入申告書を提出していただきます。
（用紙は宝塚市営住宅管理センターにあります）

　普通市営・再開発市営住宅にあっては　０～２１４，０００円　となり、

　改良市営住宅にあっては　０～１３９，０００円　となります。

　所得とは、総収入から必要経費を引いたものをいい、２種類以上の収入がある場
合は、収入の種類ごとに別々に所得を計算します。

　給料、賃金等は、１９ページの[別表２]「給料、賃金等の所得計算表」により計
算したものが所得となります。

　年金、恩給（一時恩給は除く）は、１９ページの[別表３]「年金、恩給の所得計
算表（一時恩給は除く）」により計算したものが所得となります。

裁量階層について

　入居者が満６０歳以上で、同居者のいずれもが満６０歳以上又は１８歳未満であ
る場合。

　同居者に中学校を卒業するまでの者がいる場合。

　入居者又は同居者に中度以上の障碍がある場合。

　その他特に居住の安定を図る必要がある場合。

　①～⑤のいずれかに該当する場合は上記入居資格収入基準月額は、

　同居者が入居者の配偶者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻と同様の関係にある
者その他婚姻の予約者を含む。）のみであって、当該入居者又は同居者が３９才以
下の者である場合。

総所得金額＝給与所得＋事業所得＋年金所得＋不動産所得＋利子所得＋配当所得

　２０ページの[別表４]を参照して控除額を算出してください。

入居資格収入基準月額が

　普通市営・再開発市営住宅にあっては　０～１５８，０００円

  改良市営住宅にあっては　０～１１４，０００円

でなければ申込みをすることができませんのでご注意ください。

入　居　資　格　収　入　基　準　計　算　式

収入基準
月　　額

　収入のある人の総所得金額を計算し、それを合算してください。
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Ａ

現在の勤務先に令和５
年１月１日以降に就職
し、申込時までに１年
以上経っている方。

Ｂ

現在の勤務先に令和５
年６月１日以降に就職
した方。

Ｃ

現在の事業を令和５年
１月１日以降に開業
し、申込時までに１年
以上経っている方。

Ｄ

現在の事業を令和５年
６月１日以降に開業し
た方。

（例）

４カ月間の給与総額（R6.2～R6.5)

（例）

(１)

(２)

区　　　　　　分 収入の計算期間
申込書に記入する
年間所得（給与の
場合は収入）金額

給
与
所
得
者

令和５年６月１日から
令和６年５月３１日
までの１年間。

指定の給与支払証明書又
は勤務先で作成した給与
支払証明書の金額。

就職した月の翌月から
令和６年５月３１日
までの期間。

指定の給与支払証明書又
は勤務先で作成した給与
支払証明書の金額から下
記例の推定方法により計
算した金額。

事
業
所
得
者

令和５年６月１日から
令和６年５月３１日
までの１年間。

指定の事業収入申告書に
記入し、計算した金額。

開業した月の翌月から
令和６年５月３１日
までの期間。

指定の事業収入申告書に
記入し、下記例の推定方
法により計算した金額。

【所得者が１人の場合】

　区分　Ｂ　の場合

○○株式会社に令和６年１月１８日就職（翌月から計算します。）

×１２カ月＋
 夏期・冬期等賞与金
（年間推定支給額）４カ月

　区分　Ｄ　の場合

　所得者が１人で特別控除対象者（老人扶養親族・配偶者、特定扶養親族、障害
者、寡婦）がない場合は、上記の計算をしないで年間総収入金額(又は年間総所得
金額)を次ページの[別表１]収入基準早見表で照合することにより判断できます。

給与所得の場合

　年間総収入金額は、給料（本給、諸手当、臨時給与）、賃金、歳費及び賞与等
の合算額で税金、社会保険料等を控除する前の収入額をいいます。

事業所得（給与所得以外）の場合

　営業所得、利子所得、配当所得等をいいます。大工、左官、建築手伝い、日雇
い等の方は仕事の内容により事業所得となる場合がありますから、住民税税額通
知書により年間総所得金額を確認してください。
年間総所得金額は総収入金額から必要経費を控除した額をいいます。

○○商店を令和５年１１月１５日開業（翌月から計算します。）

６カ月間の（R5.12～R6.5)の総収入－必要経費
　×１２カ月

６カ月
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[別表　１]

普通市営住宅及び再開発市営住宅

　　収入基準月額１５８，０００円以下（所得のある方が一人で、所得の種類が一種類で特別控除対象者

　　のいない世帯）の場合

　　（　　　）内は裁量階層世帯（１６ページ参照）で収入基準月額２１４，０００円以下の場合 （単位：円）

入居家族数及び入居しない扶養親族数（申込本人を含む）

単身世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 ６人世帯

0～ 0～ 0～ 0～ 0～ 0～

給与収入 2,967,999 3,511,999 3,995,999 4,471,999 4,947,999 5,423,999

(3,887,999) (4,363,999) (4,835,999) (5,311,999) (5,787,999) (6,263,999)

0～ 0～ 0～ 0～ 0～ 0～

事業所得 1,896,011 2,276,011 2,656,011 3,036,011 3,416,011 3,796,011

(2,568,011) (2,948,011) (3,328,011) (3,708,011) (4,088,011) (4,468,011)

0～ 0～ 0～ 0～ 0～ 0～

年金収入 3,096,011 3,534,682 4,041,349 4,495,308 4,942,367 5,389,425

（６５歳以上） (3,924,015) (4,391,778) (4,838,837) (5,285,896) (5,732,955) (6,180,014)

0～ 0～ 0～ 0～ 0～ 0～

年金収入 3,028,015 3,534,682 4,041,349 4,495,308 4,942,367 5,389,425

（６５歳未満） (3,924,015) (4,391,778) (4,838,837) (5,285,896) (5,732,955) (6,180,014)

改良市営住宅

　　収入基準月額１１４，０００円以下（所得のある方が一人で、所得の種類が一種類で特別控除対象者

　　のいない世帯）の場合

（　　　）内は裁量階層世帯（１６ページ参照）で収入基準月額１３９，０００円以下の場合 （単位：円）

入居家族数及び入居しない扶養親族数（申込本人を含む）

単身世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 ６人世帯

0～ 0～ 0～ 0～ 0～ 0～

給与収入 2,211,999 2,755,999 3,299,999 3,811,999 4,287,999 4,763,999

(2,643,999) (3,183,999) (3,711,999) (4,187,999) (4,663,999) (5,135,999)

0～ 0～ 0～ 0～ 0～ 0～

事業所得 1,368,011 1,748,011 2,128,011 2,508,011 2,888,011 3,268,011

(1,668,011) (2,048,011) (2,428,011) (2,808,011) (3,188,011) (3,568,011)

0～ 0～ 0～ 0～ 0～ 0～

年金収入 2,568,011 2,948,011 3,337,349 3,844,015 4,321,190 4,768,249

（６５歳以上） (2,868,011) (3,248,011) (3,737,349) (4,227,072) (4,674,131) (5,121,190)

0～ 0～ 0～ 0～ 0～ 0～

年金収入 2,324,015 2,830,682 3,337,349 3,844,015 4,321,190 4,768,249

（６５歳未満） (2,724,015) (3,230,682) (3,737,349) (4,227,072) (4,674,131) (5,121,190)

収　入　基　準　早　見　表

区分

区分
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[別表 ２ ]　給料、賃金等の所得計算表

給与収入金額（円） 給与所得金額の計算方法

① 0 ～ 550,999 給与所得金額 ＝ 0 円

② 551,000 ～ 1,618,999 給与所得金額 ＝ 給与収入金額 － 550,000円

③ 1,619,000 ～ 1,619,999 給与所得金額 ＝[ 1,069,000 ]円

④ 1,620,000 ～ 1,621,999 給与所得金額 ＝ [1,070,000 ] 円

⑤ 1,622,000 ～ 1,623,999 給与所得金額 ＝[ 1,072,000 ]円

⑥ 1,624,000 ～ 1,627,999 給与所得金額 ＝[ 1,074,000 ]円

※⑦ 1,628,000 ～ 1,799,999 給与所得金額 ＝ 給与収入金額 × 0.6 + 100,000円

※⑧ 1,800,000 ～ 3,599,999 給与所得金額 ＝ 給与収入金額 × 0.7 － 80,000円

※⑨ 3,600,000 ～ 6,599,999 給与所得金額 ＝ 給与収入金額 × 0.8 － 440,000円

⑩ 6,600,000 ～ 8,499,999 給与所得金額 ＝ 給与収入金額 × 0.9 － 1,100,000円

※ ⑦～⑨（1,628,000～6,599,999）は給与収入金額を 4,000で除し、少数点以下を

切り捨てし、4,000を乗じた金額で計算します。

[別表 ３ ]　年金、恩給の所得計算表（一時恩給は除く）

年金収入金額（円） 年金の雑所得金額の計算式

65 0 ～ 600,000 年金所得金額 ＝ 0円

600,001 ～ 1,299,999 年金所得金額 ＝ 年金収入金額 － 600,000円

1,300,000 ～ 4,099,999 年金所得金額 ＝ 年金収入金額 × 0.75 － 275,000円

4,100,000 ～ 7,699,999 年金所得金額 ＝ 年金収入金額 × 0.85 － 685,000円

65 0 ～ 1,100,000 年金所得金額 ＝ 0円

1,100,001 ～ 3,299,999 年金所得金額 ＝ 年金収入金額 － 1,100,000円

3,300,000 ～ 4,099,999 年金所得金額 ＝ 年金収入金額 × 0.75 － 275,000円

4,100,000 ～ 7,699,999 年金所得金額 ＝ 年金収入金額 × 0.85 － 685,000円

才
未
満
の
方

才
以
上
の
方
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［別表 ４］ 控除額一覧表　　　
①

②

③

控除額

申込住宅に同居する申込本人以外の方。

申込住宅に同居しないが所得税法上、扶養親族である方。

扶養親族及び同一生計配偶者のうち７０歳以上の方。 １０万円

１６歳以上２３歳未満の扶養親族。 ２５万円

　次のア～キのいずれかに当てはまる方。（申込者又は上記
１・２の対象者）

４０万円
① ア. 　療育手帳の交付を受けている方。（Ａの方は特別障害者）

特別
障害者

イ. 　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。（１級の方
は特別障害者）

ウ. 　身体障害者手帳の交付を受けている方。（１級又は２級の方
は特別障害者）

エ. 　戦傷病者手帳の交付を受けている方。（恩給法別表第１号表
の二の特別項症から第３項症までの方は特別障害者）

②
オ. 　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第１１条第１項に

より厚生労働大臣の認定を受けている方。（特別障害者）
２７万円

障害者 カ. 　常に就床を要し、複雑な介護を要する方。（特別障害者）

キ. 　６５歳以上でその障害がア又はウと同程度であると市町村長
等の認定を受けた方。（ア又はウの特別障害者と同程度のとき
は特別障害者）

　申込本人又は同居親族のうち、現に婚姻をしていない方又は
配偶者の生死が明らかでない方で、次のア～ウのすべてに該当
する方。

ア. 　事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいない
こと。

イ. 　生計を一にする子（他の人の同一生計配偶者や扶養親族とさ
れていたり、年間の所得の見積額が４８万円を超える子は除か
れます）があること。

ウ. 　年間所得の見積額が５００万円以下であること。

　申込本人又は同居親族のうち「ひとり親」に該当せず、合計
所得が５００万以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると
認められる方がおらず、次のいずれかに該当する方。

ア. 　夫と離婚した後婚姻をしておらず扶養親族がいる方。

イ. 　夫と死別した後婚姻をしていない方又は夫の生死が明らかで
ない方。

※

※

※

※

　控除対象者に該当する方がおられる場合は、それぞれの控除額を合算して総所得から差し引いてくだ
さい。

　２～７の控除は、所得税法上認定されている方に限ります。

　年齢は、令和６年６月２日現在の満年齢です。

控除対象 範　　　　囲

１ 同居親族
３８万円

　給与所得者又は公的年金等所得者控除は、所得が１０万円以上の方については１０万円、１０万円未
満の方についてはその所得金額を控除します。

２ 同居しない扶養親族

３ 老人扶養親族

４ 特定扶養親族

５障害者

②と重複して控
除することはで
きません。

①と重複して控
除することはで
きません。

６　ひとり親

特
　
　
別
　
　
控
　
　
除
　
　
対
　
　
象
　
　
者

２７万円

１０万円
１～７と重複して控除
することができます。

３５万円

申込者本人または同居親族で、過去１年間において給与所得又
は公的年金等に係る雑所得を有する者（その者の所得等の金額
が１０万円未満である場合には、その金額）

　寡婦控除は、所得金額から上記８、９の金額を控除した残額が２７万円以上の方については２７万
円、２７万円未満の方についてはその所得金額を控除します。（寡婦控除は寡婦に該当する本人の所得
にのみ適用されます。）

　ひとり親控除は、所得金額から上記８、９の金額を控除した残額が３５万円以上の方については３５
万円、３５万円未満の方についてはその所得金額を控除します。（ひとり親控除はひとり親に該当する
本人の所得にのみ適用されます。）

　控除額は該当者１人についての額（年間）です。

８　給与所得者

９　公的年金等所得者

７　寡　　婦

－ 20 －



 ９　募集住宅一覧表 　　※募集は住戸ごとに行います。

　  家賃について　

　　市営住宅の家賃は、入居者の収入に応じて決まります。

【家賃に対応する収入基準月額】　

①　　　　　　　０円　～　１０４，０００円

②　１０４，００１円　～　１２３，０００円

③　１２３，００１円　～　１３９，０００円

④　１３９，００１円　～　１５８，０００円

⑤　１５８，００１円　～　１８６，０００円

⑥　１８６，００１円　～　２１４，０００円

　※おことわり

（１） 　市営住宅は、建築後の年数によって損耗しています。また、前入居者が退去した住宅を、生

活を営まれるうえで支障をきたす部分のみ修繕した後に入居いただきます。住宅ごとの傷みの

程度などにより、美観や修繕の内容も異なりますので、あらかじめご了承ください。

（２） 　２２～３６ページの表に記載した小・中学校区はあくまで参考として記載したものです。

校区の所在については必ず各自の責任で確認してください。

（３）

各自の責任で近隣の民間駐車場を確保願います。

　団地によっては、駐車場がなかったり、現に空き区画がない場合があります。その場合には

　　募集住宅一覧表における家賃の①～⑥については、以下の収入基準月額（１５ページ記載の

　　７　入居上の注意事項　　（５）参照）に対応していますので、該当箇所をよくご覧になって

　ご自身の収入基準月額を計算された上で、どのランクの家賃になるのかをご確認ください。

　　なお、改良住宅の場合、原則として①または②のうち１１４，０００円以下の場合のみ（１６

　ページ記載の　８ 入居資格収入基準と計算 　 の「２　裁量階層について」に該当の場合のみ

　③）となります。
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　普通市営住宅（シルバーハウジング）　 ※重複申込不可

　（ご案内）

住宅です。

要する経費）を負担していただきます。

　利用料の金額は、生計中心者の前年所得税年額によって異なります。

　また、池ノ島第２住宅を除き、各住居の電話回線を使用して緊急通報先に通報しますので、入居にあた

ってはＮＴＴアナログ回線を引くことを条件とします（ＮＴＴアナログ回線以外の電話回線は不可）。

　通報時のＮＴＴアナログ回線の使用料は自己負担となります。

　なおシルバー１ＤＫは６５歳以上の単身の方、シルバー２ＤＫは 夫婦のうちどちらかが６５歳以上の

夫婦２人世帯、又はどちらも６５歳以上のみの親族２人世帯しか申し込むことはできません。

記号 団　地　名 棟室 所  在  地 構  造 エレ 申込

番号 （管理開始年度） 番号 交 通 機 関 間 取 り ベー 区分

小・中学校区 専用面積 ター (円）

シルバー 池ノ島第２住宅 ４０６ 泉町６番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 あ ２人 ① 24,200 親族の同居

１ （平成８年度） ５階建 り 世帯 ② 27,900 承認不可

２ＤＫ ③ 31,900

④ 36,000 　

５３．３㎡ ⑤ 41,100 ４階

⑥ 47,500 ５階建

シルバー 池ノ島第２住宅 ４０７ 泉町６番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 あ ２人 ① 24,200 親族の同居

２ （平成８年度） ５階建 り 世帯 ② 27,900 承認不可

２ＤＫ ③ 31,900

④ 36,000 　

５３．３㎡ ⑤ 41,100 ４階

⑥ 47,500 ５階建

シルバー 亀井住宅 ３０２ 亀井町１２番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 あ 単身 ① 18,400 親族の同居

３ （平成９年度） ５階建 り 世帯 ② 21,200 承認不可

１ＤＫ ③ 24,300

④ 27,400

３９．８㎡ ⑤ 31,300 ３階

⑥ 36,200 ５階建

シルバー 安倉西住宅 ３号棟 安倉西２丁目８番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 あ 単身 ① 18,200 親族の同居

４ （平成１０年度） ２０６ ６階建 り 世帯 ② 21,000 承認不可

１ＤＫ ③ 24,100

④ 27,200 　

４１．１㎡ ⑤ 31,000 ２階

⑥ 35,800 ６階建

※　次ページへつづく。

阪急・ＪＲ「宝塚」駅
から阪神バス約１０分
「安倉」停留所下車徒
歩約６分

阪急電鉄「逆瀬川」駅
から阪急バス約１０分
「御所前」停留所下車
徒歩約１分

(６年度)

阪急電鉄「中山観音」
「逆瀬川」「山本」駅
から阪急バス「宝塚営
業所前」下車徒歩約５
分

阪急電鉄「中山観音」
「逆瀬川」「山本」駅
から阪急バス「宝塚営
業所前」下車徒歩約５
分

　シルバーハウジングは、緊急通報システムや生活援助員による生活相談などのサービスが受けられる

　そのため家賃や共益費などのほかに、利用料（生活援助員派遣に要する経費や、緊急通報システムに

　また、入居後に親族等の同居は認められませんのでご注意ください。

　他の住宅と重複して申込みはできません。

家賃 備考
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　普通市営住宅（車椅子常用世帯向住宅）　 ※重複申込不可

　　（ご案内）

　車椅子常用世帯向住宅を申し込む場合、世帯の中に車椅子を常用する方がいることが条件となります。

入居された後に、車椅子が不要になったり、車椅子を使用する人が死亡もしくは退去された場合には、

住宅を返還、又は別の住宅への住替え（自費）をしていただきます。

記号 団　地　名 棟室 所  在  地 構  造 エレ 申込

番号 （管理開始年度） 番号 交 通 機 関 間 取 り ベー 区分

小・中学校区 専用面積 ター (円）

車椅子 武庫川住宅 １０６ 美座１丁目２番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 あ 単身 ① 27,500

５ （平成９年度） ８階建 り 可 ② 31,700

２ＤＫ ③ 36,300

④ 40,900

美座小学校 ５９．６㎡ ⑤ 46,700 １階

宝塚中学校 ⑥ 53,900 ８階建

※　次ページへつづく。

家賃 備考

(６年度)

阪急電鉄「逆瀬川」駅
から阪急バス約７分
「市立ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ前」
停留所下車徒歩約５分
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　普通市営住宅（障碍者世帯優先住宅）

　（ご案内）

　障碍者世帯優先住宅は、中程度以上の障碍者（身体障害者手帳１～４級、療育手帳Ａ・Ｂ１、

精神障害者保健福祉手帳１・２級の交付を受けている）の方、難病により、障害者総合支援法の自立支援

給付を受けられている方、又は地域生活支援事業を利用されている方がおられる世帯で、希望される場

合のみ申し込んでください。

　障碍者世帯優先住宅に申し込む方は、さらにその他の住宅（重複申込不可の場合を除く）からも１戸

申し込んでいただくことができます。

　その場合、障碍者世帯優先住宅について先に抽選を行い、障碍者世帯優先住宅に当選されますと、

その他の住宅での抽選は行わず、仮当選者の通知は１世帯１戸限りになります。

　申込みの際には、障害者手帳等、その障碍の程度を証する書類の写しを必ず添付してください。

記号 団　地　名 棟室 所  在  地 構  造 エレ 申込

番号 （管理開始年度） 番号 交 通 機 関 間 取 り ベー 区分

小・中学校区 専用面積 ター (円）

障碍者 安倉西住宅 １号棟 安倉西２丁目８番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 あ ３人 ① 29,700

６ （平成１０年度） ７０１ ８階建 り 以上 ② 34,300

３ＤＫ 世帯 ③ 39,200

④ 44,200 　

安倉小学校 ６６．９㎡ ⑤ 50,500 ７階

安倉中学校 ⑥ 58,300 ８階建

※　次ページへつづく。

家賃 備考

(６年度)

阪急・ＪＲ「宝塚」駅
から阪神バス約１０分
「安倉」停留所下車徒
歩約６分
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　普通市営住宅（ひとり親世帯等優先住宅） 　

　（ご案内）

　ひとり親世帯等優先住宅は、２０歳未満の子を扶養する母子世帯、父子世帯等で、希望される場合のみ申

し込んでください。

　ひとり親世帯等優先住宅に申し込む方は、さらにその他の住宅（重複申込不可の場合除く）からも１戸申

し込んでいただくことができます。

　その場合、ひとり親世帯等優先住宅について先に抽選を行い、ひとり親世帯等優先住宅に当選されますと、

その他の住宅での抽選は行わず、仮当選者の通知は１世帯１戸限りになります。

　申込みの際には、母子医療受給者証等、ひとり親世帯等である旨を証する書類の写しを必ず添付してく

ださい。

記号 団　地　名 棟室 所  在  地 構　造 エレ 申込

番号 （管理開始年度） 番号 交 通 機 関 間 取 り ベー 区分

小・中学校区 専用面積 ター (円）

ひとり 米谷第２住宅 ３号棟 泉町８番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 18,600

親等 （昭和５１年度） ３０１ ３階建 し 以上 ② 21,500

７ ３ＤＫ 世帯 ③ 24,600

④ 27,800 　

小浜小学校 ５５．５㎡ ⑤ 31,700 ３階

安倉中学校 ⑥ 36,600 ３階建

ひとり 大吹第２住宅 １号棟 大吹町１２番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 19,500

親等 （昭和５３年度） ３０３ ４階建 し 以上 ② 22,600

８ ３ＤＫ 世帯 ③ 25,800

④ 29,100 　

高司小学校 ５５．６㎡ ⑤ 33,300 ３階

高司中学校 ⑥ 38,400 ４階建

※　次ページへつづく。

阪急電鉄「中山観
音」・ＪＲ「中山寺」
駅から阪急バス「泉
町」停留所下車徒歩約
３分

家賃 備考

(６年度)

阪急電鉄「小林」駅か
ら徒歩約１３分
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   普通市営住宅（一般）　

記号 団　地　名 棟室 所  在  地 構  造 エレ 申込 家賃

番号 （管理開始年度） 番号 交 通 機 関 間 取 り ベー 区分

小・中学校区 専用面積 ター

一般 池ノ島住宅 １号棟 泉町３番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 あ ２人 ① 28,800

９ （平成５年度） ７０２ ７階建 り 以上 ② 33,200

３ＤＫ 世帯 ③ 38,000

④ 42,900

小浜小学校 ６５．１㎡ ⑤ 49,000 ７階

安倉中学校 ⑥ 56,500 ７階建

一般 池ノ島住宅 ２号棟 泉町３番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 あ ２人 ① 29,200

１０ （平成７年度） ６０３ ８階建 り 以上 ② 33,700

３ＤＫ 世帯 ③ 38,500

④ 43,500

小浜小学校 ６５．１㎡ ⑤ 49,700 ６階

安倉中学校 ⑥ 57,300 ８階建

一般 池ノ島住宅 ２号棟 泉町３番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 あ ２人 ① 29,200

１１ （平成７年度） ７０４ ８階建 り 以上 ② 33,700

３ＤＫ 世帯 ③ 38,500

④ 43,500

小浜小学校 ６５．１㎡ ⑤ 49,700 ７階

安倉中学校 ⑥ 57,300 ８階建

一般 中筋住宅 １号棟 中筋山手５丁目２番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な 単身 ① 12,300

１２ （昭和４９年度） ２０３ ４階建 し 可 ② 14,200

３Ｋ ③ 16,200

④ 17,300 　

長尾小学校 ３９．９㎡ ⑤ 17,300 ２階

山手台中学校 ⑥ 17,300 ４階建

一般 中筋住宅 １号棟 中筋山手５丁目２番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な 単身 ① 12,300

１３ （昭和４９年度） ２０６ ４階建 し 可 ② 14,200

３Ｋ ③ 16,200

④ 17,300 　

長尾小学校 ３９．９㎡ ⑤ 17,300 ２階

山手台中学校 ⑥ 17,300 ４階建

一般 中筋住宅 １号棟 中筋山手５丁目２番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な 単身 ① 12,300

１４ （昭和４９年度） ４０２ ４階建 し 可 ② 14,200

３Ｋ ③ 16,200

④ 17,300 　

長尾小学校 ３９．９㎡ ⑤ 17,300 ４階

山手台中学校 ⑥ 17,300 ４階建

※　次ページへつづく。

(円）

阪急電鉄「中山観音」
「逆瀬川」「山本」駅
から阪急バス 「宝塚
営業所前」下車徒歩約
５分

阪急電鉄「中山観音」
駅から阪急バス約８分
「山手４丁目」停留所
下車約５分

阪急電鉄「中山観音」
駅から阪急バス約８分
「山手４丁目」停留所
下車約５分

備考

(６年度)

阪急電鉄「中山観音」
「逆瀬川」「山本」駅
から阪急バス 「宝塚
営業所前」下車徒歩約
５分

阪急電鉄「中山観音」
「逆瀬川」「山本」駅
から阪急バス 「宝塚
営業所前」下車徒歩約
５分

阪急電鉄「中山観音」
駅から阪急バス約８分
「山手４丁目」停留所
下車約５分
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   普通市営住宅（一般）　

記号 団　地　名 棟室 所  在  地 構  造 エレ 申込 家賃

番号 （管理開始年度） 番号 交 通 機 関 間 取 り ベー 区分

小・中学校区 専用面積 ター

一般 中筋住宅 １号棟 中筋山手５丁目２番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な 単身 ① 12,300

１５ （昭和４９年度） ４０３ ４階建 し 可 ② 14,200

３Ｋ ③ 16,200

④ 17,300

長尾小学校 ３９．９㎡ ⑤ 17,300 ４階

山手台中学校 ⑥ 17,300 ４階建

一般 中筋住宅 ２号棟 中筋山手５丁目２番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な 単身 ① 12,300

１６ （昭和４９年度） ２０２ ４階建 し 可 ② 14,200

３Ｋ ③ 16,200

④ 17,300

長尾小学校 ３９．９㎡ ⑤ 17,300 ２階

山手台中学校 ⑥ 17,300 ４階建

一般 山ノ上住宅 ３０４ 安倉北２丁目１１番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 26,300

１７ （平成３年度） ３階建 し 以上 ② 30,300

３ＤＫ 世帯 ③ 34,700

④ 39,100

安倉北小学校 ６１．８㎡ ⑤ 44,700 ３階

安倉中学校 ⑥ 51,600 ３階建

一般 鳥島住宅 １号棟 安倉西３丁目９番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な 単身 ① 7,800 シャワー

１８ （昭和４１年度） ４０４ ４階建 し 可 ② 9,100 なし

２Ｋ ③ 10,400

④ 11,700

安倉小学校 ３１．７㎡ ⑤ 13,400 ４階

安倉中学校 ⑥ 15,400 ４階建

一般 鳥島住宅 ２号棟 安倉西３丁目９番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な 単身 ① 8,200 シャワー

１９ （昭和４１年度） ３０５ ４階建 し 可 ② 9,400 なし

２Ｋ ③ 10,800

④ 12,200

安倉小学校 ３２．３㎡ ⑤ 13,900 ３階

安倉中学校 ⑥ 16,100 ４階建

一般 鳥島住宅 ３号棟 安倉西３丁目９番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な 単身 ① 8,300 シャワー

２０ （昭和４３年度） ３０３ ４階建 し 可 ② 9,600 なし

２Ｋ ③ 11,000

④ 12,400

安倉小学校 ３２．３㎡ ⑤ 14,200 ３階

安倉中学校 ⑥ 16,400 ４階建

※ 次ページへつづく。

阪急・ＪＲ「宝塚」駅
から阪神バス約１０分
「安倉」停留所下車徒
歩約６分

阪急・ＪＲ「宝塚」駅
から阪神バス約１０分
「安倉」停留所下車徒
歩約６分

阪急・ＪＲ「宝塚」駅
から阪神バス約１０分
「安倉」停留所下車徒
歩約６分

備考

(６年度)

(円）

阪急電鉄「中山観音」
駅から阪急バス約８分
「山手４丁目」停留所
下車約５分

阪急電鉄「中山観音」
駅から阪急バス約８分
「山手４丁目」停留所
下車約５分

阪急電鉄「逆瀬川」駅
から阪急バス約１２分
「安倉中三丁目」停留
所下車徒歩約５分

－ 27 －



   普通市営住宅（一般）　

記号 団　地　名 棟室 所  在  地 構  造 エレ 申込 家賃

番号 （管理開始年度） 番号 交 通 機 関 間 取 り ベー 区分

小・中学校区 専用面積 ター

一般 鳥島住宅 ４号棟 安倉西３丁目９番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な 単身 ① 8,500 シャワー

２１ （昭和４４年度） ２０６ ４階建 し 可 ② 9,900 なし

２Ｋ ③ 11,300

④ 12,700 　

安倉小学校 ３２．５㎡ ⑤ 14,600 ２階

安倉中学校 ⑥ 16,800 ４階建

一般 鳥島住宅 ５号棟 安倉西３丁目９番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な 単身 ① 8,700 シャワー

２２ （昭和４５年度） ４０２ ４階建 し 可 ② 10,100 なし

２Ｋ ③ 11,500

④ 13,000 　

安倉小学校 ３２．５㎡ ⑤ 14,800 ４階

安倉中学校 ⑥ 17,100 ４階建

一般 鳥島住宅 ６号棟 安倉西３丁目９番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な 単身 ① 9,000 シャワー

２３ （昭和４６年度） ３０４ ４階建 し 可 ② 10,400 なし

２Ｋ ③ 11,900

④ 13,400

安倉小学校 ３２．９㎡ ⑤ 15,300 ３階

安倉中学校 ⑥ 17,700 ４階建

一般 武庫川住宅 ５０３ 美座１丁目２番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 あ 単身 ① 23,000

２４ （平成９年度） ８階建 り 可 ② 26,500

２ＤＫ ③ 30,300

④ 34,200

美座小学校 ４９．９㎡ ⑤ 39,100 ５階

宝塚中学校 ⑥ 45,100 ８階建

一般 安倉南住宅 ２０３ 安倉南４丁目３２番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 あ 単身 ① 19,100

２５ （平成９年度） ６階建 り 世帯 ② 22,100

１ＤＫ ③ 25,300

④ 28,500

安倉小学校 ４１．１㎡ ⑤ 32,600 ２階

安倉中学校 ⑥ 37,600 ６階建

一般 安倉西住宅 １号棟 安倉西２丁目８番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 あ ３人 ① 28,200

２６ （平成１０年度） ３０６ ８階建 り 以上 ② 32,500

３ＤＫ 世帯 ③ 37,200

④ 42,000 　

安倉小学校 ６３．５㎡ ⑤ 48,000 ３階

安倉中学校 ⑥ 55,400 ８階建

※　次ページへつづく。

備考

(円）

阪急電鉄「逆瀬川」駅
から阪急バス約７分
「市立ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ前」
停留所下車徒歩約５分

阪急電鉄「逆瀬川」駅
から阪急バス約１６分
「中野住宅前」停留所
下車徒歩約４分

阪急・ＪＲ「宝塚」駅
から阪神バス約１０分
「安倉」停留所下車徒
歩約６分

(６年度)

阪急・ＪＲ「宝塚」駅
から阪神バス約１０分
「安倉」停留所下車徒
歩約６分

阪急・ＪＲ「宝塚」駅
から阪神バス約１０分
「安倉」停留所下車徒
歩約６分

阪急・ＪＲ「宝塚」駅
から阪神バス約１０分
「安倉」停留所下車徒
歩約６分

－ 28 －



   普通市営住宅（一般）　

記号 団　地　名 棟室 所  在  地 構  造 エレ 申込 家賃

番号 （管理開始年度） 番号 交 通 機 関 間 取 り ベー 区分

小・中学校区 専用面積 ター

一般 安倉西住宅 １号棟 安倉西２丁目８番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 あ ２人 ① 21,300

２７ （平成１０年度） ５０３ ８階建 り 以上 ② 24,600

２ＤＫ 世帯 ③ 28,100

④ 31,700 　

安倉小学校 ４８．０㎡ ⑤ 36,200 ５階

安倉中学校 ⑥ 41,800 ８階建

一般 安倉西住宅 １号棟 安倉西２丁目８番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 あ ４人 ① 33,300

２８ （平成１０年度） ７１３ ８階建 り 以上 ② 38,400

４ＤＫ 世帯 ③ 43,900

④ 49,500 　

安倉小学校 ７４．９㎡ ⑤ 56,600 ７階

安倉中学校 ⑥ 65,300 ８階建

一般 安倉西住宅 ３号棟 安倉西２丁目８番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 あ ３人 ① 30,000

２９ （平成１０年度） ６０１ ６階建 り 以上 ② 34,600

３ＤＫ 世帯 ③ 39,600

④ 44,600 　

安倉小学校 ６７．５㎡ ⑤ 51,000 ６階

安倉中学校 ⑥ 58,800 ６階建

一般 米谷第２住宅 ２号棟 泉町８番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 18,600

３０ （昭和５１年度） ２０６ ３階建 し 以上 ② 21,500

３ＤＫ 世帯 ③ 24,600

④ 27,800 　

小浜小学校 ５５．５㎡ ⑤ 31,700 ２階

安倉中学校 ⑥ 36,600 ３階建

一般 大吹第２住宅 １号棟 大吹町１２番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 19,500

３１ （昭和５３年度） ４０１ ４階建 し 以上 ② 22,600

３ＤＫ 世帯 ③ 25,800

④ 29,100 　

高司小学校 ５５．６㎡ ⑤ 33,300 ４階

高司中学校 ⑥ 38,400 ４階建

一般 亀井第３住宅 ２０２ 亀井町１３番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 あ ４人 ① 36,000

３２ （平成１５年度） ５階建 り 以上 ② 41,500

４ＤＫ 世帯 ③ 47,500

④ 53,500 　

末成小学校 ７５．７㎡ ⑤ 61,200 ２階

高司中学校 ⑥ 70,600 ５階建

※　次ページへつづく。

阪急電鉄「逆瀬川」駅
から阪急バス約１０分
「御所前」停留所下車
徒歩約１分

備考

(６年度)

(円）

阪急電鉄「小林」駅か
ら徒歩約１３分

阪急・ＪＲ「宝塚」駅
から阪神バス約１０分
「安倉」停留所下車徒
歩約６分

阪急・ＪＲ「宝塚」駅
から阪神バス約１０分
「安倉」停留所下車徒
歩約６分

阪急電鉄「中山観
音」・ＪＲ「中山寺」
駅から阪急バス「泉
町」停留所下車徒歩約
３分

阪急・ＪＲ「宝塚」駅
から阪神バス約１０分
「安倉」停留所下車徒
歩約６分

－ 29 －



　改良市営住宅（障碍者世帯優先住宅）

　（ご案内）

　障碍者世帯優先住宅は、中程度以上の障碍者（身体障害者手帳１～４級、療育手帳Ａ・Ｂ１、

精神障害者保健福祉手帳１・２級の交付を受けている）の方、難病により、障害者総合支援法の自立支援

給付を受けられている方、又は地域生活支援事業を利用されている方がおられる世帯で、希望される場

合のみ申し込んでください。

　障碍者世帯優先住宅に申し込む方は、さらにその他の住宅（重複申込不可の場合を除く）からも１戸

申し込んでいただくことができます。

　その場合、障碍者世帯優先住宅について先に抽選を行い、障碍者世帯優先住宅に当選されますと、

その他の住宅での抽選は行わず、仮当選者の通知は１世帯１戸限りになります。

申込みの際には、障害者手帳等、その障碍の程度を証する書類の写しを必ず添付してください。

記号 団　地　名 棟室 所  在  地 構  造 エレ 申込

番号 （管理開始年度） 番号 交 通 機 関 間取り ベー 区分

小・中学校区 専用面積 ター

改良 中野第２住宅 ２号棟 中野町２１番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 21,000

障碍者 （昭和５７年度） １０２ ３階建 し 以上 ② 24,300

３３ 良元小学校 ３ＤＫ 世帯 ③ 24,300 １階

宝塚第一中学校 ５５．６㎡ ３階建

改良障碍者３３（中野第２住宅２号棟１０２号室）は、玄関まで５段の階段があります。

※　次ページへつづく。

阪急電鉄「小林」駅
から徒歩約１０分

　改良市営住宅は、住宅地区改良法及び小集落地区改良事業制度要綱により建設された市営住宅です。

　収入基準月額が０～１１４，０００円ですので、ご注意ください。

家賃 備考

(６年度)

(円）

－ 30 －



　改良市営住宅（ひとり親世帯等優先住宅） 　

　（ご案内）

　ひとり親世帯等優先住宅は、２０歳未満の子を扶養する母子世帯、父子世帯等で、希望される場合のみ申

し込んでください。

　ひとり親世帯等優先住宅に申し込む方は、さらにその他の住宅（重複申込不可の場合除く）からも１戸申

し込んでいただくことができます。

　その場合、ひとり親世帯等優先住宅について先に抽選を行い、ひとり親世帯等優先住宅に当選されますと、

その他の住宅での抽選は行わず、仮当選者の通知は１世帯１戸限りになります。

　申込みの際は、母子医療受給者証等、ひとり親世帯等である旨を証する書類の写しを必ず添付してくだ

さい。

記号 団　地　名 棟室 所  在  地 構　造 エレ 申込

番号 （管理開始年度） 番号 交 通 機 関 間 取 り ベー 区分

小・中学校区 専用面積 ター

改良 平井住宅 ３０３ 平井５丁目７番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 22,100

ひとり （昭和５３年度） ４階建 し 以上 ② 25,500

親等 長尾小学校 ３ＬＤＫ 世帯 ③ 25,500 ３階

３４ 南ひばりガ丘中学校 ６２．４㎡ ４階建

改良 三笠住宅 ４号棟 三笠町１１番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 24,500

ひとり （昭和５８年度） ２０１ ３階建 し 以上 ② 28,300

親等 小浜小学校 ３ＤＫ 世帯 ③ 28,300 ２階・３階

３５ 宝塚中学校 ６４．６㎡ ３階建

※　次ページへつづく。

阪急電鉄「中山観音」
駅から徒歩約１２分

阪急電鉄「山本」駅か
ら徒歩約５分

家賃 備考

(６年度)

　改良市営住宅は、住宅地区改良法及び小集落地区改良事業制度要綱により建設された市営住宅です。

　収入基準月額が０～１１４，０００円ですので、ご注意ください。

(円）

－ 31 －



　改良市営住宅（一般）

　（ご案内）

記号 団　地　名 棟室 所  在  地 構  造 エレ 申込

番号 （管理開始年度） 番号 交 通 機 関 間取り ベー 区分

小・中学校区 専用面積 ター

改良 今里住宅 １号棟 今里町１０番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な 単身 ① 13,300

３６ （昭和４８年度） ３０１ ５階建 し 可 ② 15,400

小浜小学校 ３ＤＫ ③ 15,400 ３階

宝塚中学校 ４２．３㎡ ５階建

改良 今里住宅 １号棟 今里町１０番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な 単身 ① 13,300

３７ （昭和４８年度） ４０５ ５階建 し 可 ② 15,400

小浜小学校 ３ＤＫ ③ 15,400 ４階

宝塚中学校 ４２．３㎡ ５階建

改良 今里住宅 １号棟 今里町１０番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な 単身 ① 13,300

３８ （昭和４８年度） ５０２ ５階建 し 可 ② 15,400

小浜小学校 ３ＤＫ ③ 15,400 ５階

宝塚中学校 ４２．３㎡ ５階建

改良 今里住宅 １号棟 今里町１０番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な 単身 ① 13,300

３９ （昭和４８年度） ５０４ ５階建 し 可 ② 15,400

小浜小学校 ３ＤＫ ③ 15,400 ５階

宝塚中学校 ４２．３㎡ ５階建

改良 今里住宅 ２号棟 今里町１０番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な 単身 ① 13,300

４０ （昭和４８年度） ３０２ ５階建 し 可 ② 15,400

小浜小学校 ３ＤＫ ③ 15,400 ３階

宝塚中学校 ４２．３㎡ ５階建

改良 今里住宅 ２号棟 今里町１０番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な 単身 ① 13,300

４１ （昭和４８年度） ５０１ ５階建 し 可 ② 15,400

小浜小学校 ３ＤＫ ③ 15,400 ５階

宝塚中学校 ４２．３㎡ ５階建

改良 今里住宅 ２号棟 今里町１０番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な 単身 ① 13,300

４２ （昭和４８年度） ５０２ ５階建 し 可 ② 15,400

小浜小学校 ３ＤＫ ③ 15,400 ５階

宝塚中学校 ４２．３㎡ ５階建

改良 今里住宅 ２号棟 今里町１０番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な 単身 ① 13,300

４３ （昭和４８年度） ５０３ ５階建 し 可 ② 15,400

小浜小学校 ３ＤＫ ③ 15,400 ５階

宝塚中学校 ４２．３㎡ ５階建

改良 今里住宅 ２号棟 今里町１０番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な 単身 ① 13,300

４４ （昭和４８年度） ５０５ ５階建 し 可 ② 15,400

小浜小学校 ３ＤＫ ③ 15,400 ５階

宝塚中学校 ４２．３㎡ ５階建

※　次ページへつづく。

　改良市営住宅は、住宅地区改良法及び小集落地区改良事業制度要綱により建設された市営住宅です。

　収入基準月額が０～１１４，０００円ですので、ご注意ください。

家賃 備考

(６年度)

阪急電鉄「中山観音」
駅から徒歩約１０分

(円）

阪急電鉄「中山観音」
駅から徒歩約１０分

阪急電鉄「中山観音」
駅から徒歩約１０分

阪急電鉄「中山観音」
駅から徒歩約１０分

阪急電鉄「中山観音」
駅から徒歩約１０分

阪急電鉄「中山観音」
駅から徒歩約１０分

阪急電鉄「中山観音」
駅から徒歩約１０分

阪急電鉄「中山観音」
駅から徒歩約１０分

阪急電鉄「中山観音」
駅から徒歩約１０分

－ 32 －



　改良市営住宅（一般）

　（ご案内）

記号 団　地　名 棟室 所  在  地 構  造 エレ 申込

番号 （管理開始年度） 番号 交 通 機 関 間取り ベー 区分

小・中学校区 専用面積 ター

改良 今里住宅 ３号棟 今里町１０番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 18,400

４５ （昭和５１年度） ４０２ ４階建 し 以上 ② 21,300

小浜小学校 ３ＤＫ 世帯 ③ 21,300 ４階

宝塚中学校 ５５．５㎡ ４階建

改良 今里住宅 ３号棟 今里町１０番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 18,400

４６ （昭和５１年度） ４０３ ４階建 し 以上 ② 21,300

小浜小学校 ３ＤＫ 世帯 ③ 21,300 ４階

宝塚中学校 ５５．５㎡ ４階建

改良 今里住宅 ３号棟 今里町１０番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 18,400

４７ （昭和５１年度） ４０５ ４階建 し 以上 ② 21,300

小浜小学校 ３ＤＫ 世帯 ③ 21,300 ４階

宝塚中学校 ５５．５㎡ ４階建

改良 大吹住宅 １号棟 大吹町１２番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 18,900

４８ （昭和５１年度） ２０４ ３階建 し 以上 ② 21,800

高司小学校 ３ＤＫ 世帯 ③ 21,800 ２階

高司中学校 ５５．５㎡ ３階建

改良 大吹住宅 １号棟 大吹町１２番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 18,900

４９ （昭和５１年度） ３０２ ３階建 し 以上 ② 21,800

高司小学校 ３ＤＫ 世帯 ③ 21,800 ３階

高司中学校 ５５．５㎡ ３階建

改良 大吹住宅 ２号棟 大吹町１２番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 18,900

５０ （昭和５１年度） ３０４ ３階建 し 以上 ② 21,800

高司小学校 ３ＤＫ 世帯 ③ 21,800 ３階

高司中学校 ５５．５㎡ ３階建

改良 平井住宅 １０３ 平井５丁目７番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 22,100

５１ （昭和５３年度） ４階建 し 以上 ② 25,500

長尾小学校 ３ＬＤＫ 世帯 ③ 25,500 １階

南ひばりガ丘中学校 ６２．４㎡ ４階建

改良 平井住宅 ３０５ 平井５丁目７番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 22,100

５２ （昭和５３年度） ４階建 し 以上 ② 25,500

長尾小学校 ３ＬＤＫ 世帯 ③ 25,500 ３階

南ひばりガ丘中学校 ６２．４㎡ ４階建

改良 平井住宅 ４０２ 平井５丁目７番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 22,100

５３ （昭和５３年度） ４階建 し 以上 ② 25,500

長尾小学校 ３ＬＤＫ 世帯 ③ 25,500 ４階

南ひばりガ丘中学校 ６２．４㎡ ４階建

※　次ページへつづく。

阪急電鉄「山本」駅か
ら徒歩約５分

阪急電鉄「山本」駅か
ら徒歩約５分

阪急電鉄「山本」駅か
ら徒歩約５分

阪急電鉄「中山観音」
駅から徒歩約１０分

阪急電鉄「中山観音」
駅から徒歩約１０分

阪急電鉄「中山観音」
駅から徒歩約１０分

阪急電鉄「小林」駅か
ら徒歩約１３分

阪急電鉄「小林」駅か
ら徒歩約１３分

阪急電鉄「小林」駅か
ら徒歩約１３分

　改良市営住宅は、住宅地区改良法及び小集落地区改良事業制度要綱により建設された市営住宅です。

　収入基準月額が０～１１４，０００円ですので、ご注意ください。

家賃 備考

(６年度)

(円）

－ 33 －



　改良市営住宅（一般）

　（ご案内）

記号 団　地　名 棟室 所  在  地 構  造 エレ 申込

番号 （管理開始年度） 番号 交 通 機 関 間取り ベー 区分

小・中学校区 専用面積 ター

改良 平井住宅 ４０４ 平井５丁目７番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 22,100

５４ （昭和５３年度） ４階建 し 以上 ② 25,500

長尾小学校 ３ＬＤＫ 世帯 ③ 25,500 ４階

南ひばりガ丘中学校 ６２．４㎡ ４階建

改良 大成住宅 ２号棟 大成町１０番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 20,600

５５ （昭和５５年度） ２０１ ３階建 し 以上 ② 23,800

仁川小学校 ３ＤＫ 世帯 ③ 23,800 ２階

宝塚第一中学校 ５５．６㎡ ３階建

改良 大成住宅 ２号棟 大成町１０番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 20,600

５６ （昭和５５年度） ２０２ ３階建 し 以上 ② 23,800

仁川小学校 ３ＤＫ 世帯 ③ 23,800 ２階

宝塚第一中学校 ５５．６㎡ ３階建

改良 大成住宅 ２号棟 大成町１０番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 20,600

５７ （昭和５５年度） ３０２ ３階建 し 以上 ② 23,800

仁川小学校 ３ＤＫ 世帯 ③ 23,800 ３階

宝塚第一中学校 ５５．６㎡ ３階建

改良 中野第２住宅 ２号棟 中野町２１番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 21,000

５８ （昭和５７年度） ２０２ ３階建 し 以上 ② 24,300

良元小学校 ３ＤＫ 世帯 ③ 24,300 ２階

宝塚第一中学校 ５５．６㎡ ３階建

改良 大成第２住宅 ２号棟 大成町２番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 21,000

５９ （昭和５７年度） ３０３ ３階建 し 以上 ② 24,300

良元小学校 ３ＤＫ 世帯 ③ 24,300 ３階

宝塚第一中学校 ５５．６㎡ ３階建

改良 大成第２住宅 ２号棟 大成町２番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 21,000

６０ （昭和５７年度） ３０４ ３階建 し 以上 ② 24,300

良元小学校 ３ＤＫ 世帯 ③ 24,300 ３階

宝塚第一中学校 ５５．６㎡ ３階建

※　次ページへつづく。

阪急電鉄「小林」駅か
ら徒歩約１０分

阪急電鉄「小林」駅か
ら徒歩約１０分

阪急電鉄「小林」駅か
ら徒歩約１０分

阪急電鉄「小林」駅か
ら徒歩約１２分

阪急電鉄「山本」駅か
ら徒歩約５分

阪急電鉄「小林」駅か
ら徒歩約１２分

阪急電鉄「小林」駅か
ら徒歩約１２分

　改良市営住宅は、住宅地区改良法及び小集落地区改良事業制度要綱により建設された市営住宅です。

　収入基準月額が０～１１４，０００円ですので、ご注意ください。

家賃 備考

(６年度)

(円）

－ 34 －



　

　　普通市営住宅（シルバーハウジング）　　         ※重複申込不可

（ご案内）

住宅です。

要する経費）を負担していただきます。

　利用料の金額は、生計中心者の前年所得税年額によって異なります。

　また、池ノ島第２住宅を除き、各住居の電話回線を使用して緊急通報先に通報しますので、入居にあた

ってはＮＴＴアナログ回線を引くことを条件とします（ＮＴＴアナログ回線以外の電話回線は不可）。

　通報時のＮＴＴアナログ回線の使用料は自己負担となります。

　シルバー２ＤＫは 夫婦のうちどちらかが６５歳以上の夫婦２人世帯、又はどちらも６５歳以上のみの親族

２人世帯しか申し込むことはできません。

記号 団　地　名 棟室 所  在  地 構  造 エレ 申込

番号 （管理開始年度） 番号 交 通 機 関 間取り ベー 区分

小・中学校区 専用面積 ター

特別募集 安倉西住宅 １号棟 安倉西２丁目８番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 あ ２人 ① 22,700 親族の同居

シルバー （平成１０年度） ２０９ ８階建 り 世帯 ② 26,200 承認不可

６１ ２ＤＫ ③ 29,900

④ 33,800 　

５１．１㎡ ⑤ 38,600 ２階

⑥ 44,500 ８階建

※　次ページへつづく。

とを理由に住宅交換などの申請や異議を申し立てないこと）を提出していただきます。

　申込資格や敷金、家賃等は同一団地の同タイプの住宅と同一です。

　以下の特別募集住宅は、過去に住宅内での孤独死その他の特別な理由により、募集を停止していた住宅で

すが、今回入居者を募集することにいたしました。

　申し込まれる際には、その旨をよくご理解の上、申し込んでください。

　また、入居にあたっては、誓約書（死亡事故などが発生した住宅であることの了解及び入居後に、このこ

阪急・ＪＲ「宝塚」駅
から阪神バス約１０分
「安倉」停留所下車徒
歩約６分

　シルバーハウジングは、緊急通報システムや生活援助員による生活相談などのサービスが受けられる

　そのため家賃や共益費などのほかに、利用料（生活援助員派遣に要する経費や、緊急通報システムに

　他の住宅と重複して申込みはできません。

　また、入居後に親族等の同居は認められませんのでご注意ください。

家賃 備考

(６年度)

(円）

特 別 募 集 住 宅

－ 35 －



　特 別 募 集 住 宅

　（ご案内）

記号 団　地　名 棟室 所  在  地 構  造 エレ 申込

番号 （管理開始年度） 番号 交 通 機 関 間 取 り ベー 区分

小・中学校区 専用面積 ター

特別募集 安倉中住宅 １号棟 安倉中３丁目３番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 26,100

６２ （昭和６３年度） ４０１ ４階建 し 以上 ② 30,200

３ＤＫ 世帯 ③ 34,500

④ 38,900 　

安倉北小学校 ６１．８㎡ ⑤ 44,500 ４階

安倉中学校 ⑥ 51,300 ４階建

特別募集 武庫川住宅 ６０４ 美座１丁目２番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 あ 単身 ① 23,000

６３ （平成９年度） ８階建 り 可 ② 26,500

２ＤＫ ③ 30,300

④ 34,200

美座小学校 ４９．９㎡ ⑤ 39,100 ６階

宝塚中学校 ⑥ 45,100 ８階建

特別募集 大吹第２住宅 １号棟 大吹町１２番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 な ２人 ① 19,500

６４ （昭和５３年度） １０４ ４階建 し 以上 ② 22,600

３ＤＫ 世帯 ③ 25,800

④ 29,100 　

高司小学校 ５５．６㎡ ⑤ 33,300 １階

高司中学校 ⑥ 38,400 ４階建

　　以下の特別募集住宅は、過去に住宅内での孤独死その他の特別な理由により、募集を停止して

　いた住宅ですが、今回入居者を募集することにいたしました。

　　申し込まれる際には、その旨をよくご理解の上、申し込んでください。

　　また、入居にあたっては、誓約書（死亡事故などが発生した住宅であることの了解及び入居後

　に、このことを理由に住宅交換などの申請や異議を申し立てないこと）を提出していただきます。

　　申込資格や敷金、家賃等は同一団地の同タイプの住宅と同一です。

備考

(６年度)

阪急電鉄「中山観音」
駅から阪急バス約７分
「安倉中三丁目」停留
所下車徒歩約４分

家賃

(円）

募集住宅一覧表　終了

阪急電鉄「小林」駅か
ら徒歩約１３分

阪急電鉄「逆瀬川」駅
から阪急バス約７分
「市立ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ前」
停留所下車徒歩約５分

－ 36 －



 10　募集住宅間取り例

　  間取りについて　

 住宅の間取りについて、一例を掲載しますので参考にしてください。

　　なお、掲載の間取りはあくまでも一例であり、同じ住宅でも棟や階数によって異なります。

　したがって、左右反転タイプの場合や、一部仕様が異なる場合があることをあらかじめご了承ください。

※　次ページへつづく。

住宅名/間取 山ノ上住宅／３DK

記号番号 特別募集62 記号番号 一般17

住宅名/間取 安倉中住宅／３DK

住宅名/間取 池ノ島住宅／３DK 住宅名/間取 中筋住宅／３K

記号番号 一般9、一般10、一般11 記号番号
一般12、一般13、一般14
一般15、一般16

－ 37 －



※　次ページへつづく。

住宅名/間取 鳥島住宅／２K 住宅名/間取 武庫川住宅／２DK

住宅名/間取 池ノ島第２住宅／２DK

記号番号 シルバー１、シルバー２

記号番号
一般18、一般19、一般20
一般21、一般22、一般23

記号番号 車椅子５

－ 38 －



※　次ページへつづく。

記号番号 シルバー３ 記号番号 一般27、特別募集シルバー61

記号番号

住宅名/間取 亀井住宅／１DK 住宅名/間取 安倉西住宅／２DK

一般25

住宅名/間取 武庫川住宅／２DK 住宅名/間取 安倉南住宅／１DK

記号番号 一般24、特別募集63

－ 39 －



※ 次ページへつづく。

住宅名/間取 安倉西住宅／３DK 住宅名/間取 安倉西住宅／４DK

記号番号 一般26、一般29、障碍者6 記号番号 一般28

住宅名/間取 安倉西住宅／１DK 住宅名/間取 米谷第２住宅／３DK

記号番号 シルバー４ 記号番号 ひとり親等７、一般30

－ 40 －



※　次ページへつづく。

住宅名/間取 大吹第２住宅／３DK 住宅名/間取 今里住宅１、２号棟／３DK

記号番号
ひとり親等8、一般31
特別募集64

記号番号
改良36、改良37、改良38
改良39、改良40、改良41
改良42、改良43、改良44

住宅名/間取 今里住宅３号棟／３DK 住宅名/間取 大吹住宅／３DK

記号番号 改良45、改良46、改良47 記号番号 改良48、改良49、改良50

－ 41 －



※　次ページへつづく。

住宅名/間取 平井住宅／３LDK 住宅名/間取 大成住宅／３DK

記号番号
改良ひとり親等34、改良51
改良52、改良53、改良54

記号番号 改良55、改良56、改良57

住宅名/間取 三笠住宅４号棟／３DK 住宅名/間取 中野第２住宅／３DK

記号番号 改良ひとり親等35 記号番号 改良障碍者33、改良58

２階

３階

－ 42 －



改良59、改良60

募集住宅間取り例　終了

記号番号 一般32

住宅名/間取 大成第２住宅／３DK 住宅名/間取 亀井第３住宅／４DK

記号番号
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（様式第１号）

市営住宅入居申込書
（あて先）宝塚市長

令和6年(2024年）

申込住宅（申込案内書　２１ページ以下参照） (記号には○をつける) 6月××日

番号→

番号→

〒６６５－８６６５

住宅困窮状況（住宅に困っている理由） (○をつける) 直近４回の応募状況 (○をつける)

１　他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている

２　収入と比較して現在の家賃が著しく高い

３　正当な立ち退き要求を受けている
　（家賃滞納等本人の責めによるものは不可）

現在の家賃（月額）
（具体的に）

円

（　はい ・ いいえ　）

（　はい ・ いいえ　）

（　はい ・ いいえ　）

（　はい ・ いいえ　）

添付書類

①総所得額 円 ②親族控除（38万×　　人） 万円 ③特別控除 万円

円 受付日

－ 優遇措置 世帯 課税 その他 書類 生 給 事 退 婚
－ 連続 回 受付

０

---------------------------

５下期５上期４下期４上期応募

---------------------------

無無職
Ｔ ・ Ｓ ・ Ｈ ・ Ｒ

*・ *･ * ７８

私及び同居しようとする者は、暴力団員ではありません。

私及び同居しようとする者は、入居後犬や猫、鳥等を絶対に飼育しません。

兵庫さくら

受付番号

妻の母

R ６ 年 ６ 月 日
収入基準

収入基準月額＝（①－②－③）÷１２

・ ･

Ｔ ・ Ｓ ・ Ｈ ・ Ｒ

ここから下には記入しないでください

別
居
扶
養

ヒョウゴ　サクラ

・ ･

Ｔ ・ Ｓ ・ Ｈ ・ Ｒ

・ ･

Ｓ・Ｈ・Ｒ

・ ･

・ ･

567,000

( 注)R5.1.1以後に

就職や開業等され
た場合、後日、給与
支払証明書又は事
業収入申告書が必
要になります。

・ ･

Ｓ・Ｈ・Ｒ

0

一郎 無職 無

・ ･0

Ｔ ・ Ｓ ・ Ｈ ・ Ｒ

Ｓ・Ｈ・Ｒ

*・**･**

無**・**･ *

父
Ｔ ・ Ｓ ・ Ｈ ・ Ｒ

８０

ジロウ

子

４４ パート 無 600,000

次郎
Ｔ ・ Ｓ ・ Ｈ ・ Ｒ

２１ 学生

宝塚　太郎 **・**･** 20・ 4･ 16４５ 会社員

23・ 4･ 1

Ｓ・Ｈ・Ｒ
有 3,789,120

Ｓ・Ｈ・Ｒ

Ｓ・Ｈ・Ｒ

入
居
及
び
同
居
し
よ
う
と
す
る
者

タカラヅカ　タロウ
本人

Ｔ ・ Ｓ ・ Ｈ

ハナコ

妻
Ｔ ・ Ｓ ・ Ｈ ・ Ｒ

花子 **・ *･ *

イチロウ

０ ０

(ﾌﾘｶﾞﾅ)
続柄 生年月日 年齢

職業又は
勤務先

特別控除
の有無

８

(注)多数回連続落選者優先は４回連続で落選
された場合のみです。受付記録カード以外で
は確認できませんので、必ずご持参ください。

△△市△△区
△△町△丁目△番△号

(ＴＥＬ)

年間総収入
(総所得)金額

就職(開業)
年月日

5下期

私及び同居しようとする者は、住民票等、生活実態ともに同一世帯です。

私及び同居しようとする者は、持ち家は所有していません。

氏名

０

(

(□□)
○○○○－××××

4上期 4下期 5上期

４　その他の理由による（申込案内書５ページ参照）

申
込
者

ﾌﾘｶﾞﾅ タカラヅカ　タロウ

住所 宝塚市東洋町□番□号　○○アパート△△号室

ＴＥＬ (自宅)

勤務先 (名称) （株）○○商事 (所在地)

平日昼間に連絡
可能な電話番号

)(0797)　○○　－　××××

(注)優先住宅を申し込む場合
には、内容を証する書類の添付
が必要です

△

(090)
××××－□□□□

（携帯･勤務先･その他）

□ 多数回落選

生年
月日

シルバー　車椅子　障碍者　ひとり親

一般　改良　改良特別　再開発特別　特別

・・・（参考）申込書の書き方・・・ おもて

　私は、宝塚市営住宅に入居したいので、申込案内書の記載内容をすべて了解の上で、必要書類を添付して下
記のとおり申し込みます。なお、記載内容が虚偽であることが判明した場合には、入居前においては申込が無効と
されても異議がないこと、入居後においては速やかに明け渡すことを誓約します。

記
号

Ｔ・Ｓ・Ｈ
(注)単身申し込みの場合、年齢(満60歳
以上)その他の要件が必要です。氏名 宝塚　太郎 **・**･**

優先住宅

－ 44 －



　

 
 

住宅のタイプ

専用面積

ＤＫ
ＬＤＫ

 居住室 畳
 

畳

畳

畳

③

（面積計算の目安）　　　※２畳で１坪　　　※１坪は３．３㎡
④

20 ㎡

5

6①

②

㎡

右記の記入例を参考に簡易
でも良いので描いてください。

風
呂

この場合は、１ＤＫです

1 ＤＫ
ＬＤＫ

 現在の住宅平面図を記入してください。（書きにくい場合は、右下の数値でも可。）

ト
イ
レ

台　所

５㎡
玄関

（
記
入
例

）

（ＤＫ）

押
入

６
畳

うら

現　住　所
見　取　図

最寄りの駅、バス停、公共施設、病院等わかり易い建物からの見取図でかまいません。
住宅地図の写しでも可。

Ｎ

（最寄りの駅、バス停、公共施設、病院
等わかりやすい建物を明示し自宅まで
の道順をわかりやすく書いてください。）

（アパート名やマンション名等の居住建物の名前も書いてください。）

１畳１畳１畳

－ 45 －



(Ｐ４７）

別紙１　在職証明書

宝塚市外にお住まいの方で、宝塚市内に

勤務場所を有する方は、提出が必要です。

(Ｐ４９）

別紙２　婚約証明書

婚約者と申し込む場合は、提出が必要です。

※くわしくはＰ７をご覧ください。
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様式第１号－１（第３条関係）

(別紙１）

（あて先）宝塚市長 宝 塚 市 営 住 宅 入 居 申 し込 み用 

給与所得者１名につき１枚提出してください。

２枚以上必要な場合にはコピーしてください。

１． 住 所

２． 氏 名

３． 生 年 月 日
昭和・平成

４． 採 用 年 月 日
昭和・平成・令和

５． 勤 務 地

　　上記のとおり相違ないことを証明します。

（担当：　　　　　　　）

在　職　証　明　書

　　　　　　　　令和　　　年（　　　　年）　　　　　月　　　　日

所 在 地

※会社印、代表者印については省略可能です。

※なお、後日、市営住宅管理センターから、この証明書の内容について、確認のお電話
を差し上げる場合があります。あらかじめご了承ください。

年　　　　　月　　　　　日

年　　　　　月　　　　　日

会 社 事 業 所 名

代 表 者 氏 名

電 話 番 号

代表
者印

会社
印
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様式第１号－２（第３条関係）

（別紙２）　　   　婚  約  証  明  書

 （あて先）宝塚市長

１．入居申込者（婚約者）

 住所：〒

 氏名：　　　       　 　　　　　　　　　          　印
※入居申込者本人が氏名を自署した場合には、
押印を省略することができます。

 生年月日:　　 昭・平　　　年　　　月　　　日（　　　　歳）

２．婚約者

 住所：〒

 氏名：　　　       　 　　　　　　　　　          　印
※婚約者本人が氏名を自署した場合には、押印
を省略することができます。

 生年月日:　　 昭・平　　　年　　　月　　　日（　　　　歳）

３．入籍予定日（いずれかの番号を○でかこみ、１の場合は日付を記入して下さい）

以上の２名は現在婚約中であることに相違ありません。

なお、宝塚市営住宅の入居にあたり、入居後１４日以内に婚姻後の戸籍全部事項証明書

および世帯全員の住民票の写し（続柄記載のもの）を提出することを誓約いたします。

期間内に上記の書類の提出ができない場合、又は提出書類の記載内容が上記と異なる

場合には、入居を取消され、住宅を明渡す場合があることにつき一切の異議を申し立てな

いことをあわせて誓約いたします。

４．証人      (入居申込者との続柄：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

　以上の内容に相違が無いことを証明いたします。

 住所：〒

 氏名：　　　       　 　　　　　　　　　          　印
※証人本人が氏名を自署した場合には、押印を
省略することができます。

 生年月日:　　 昭・平　　　年　　　月　　　日（　　　　歳）

 職業・勤務先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（記入日）令和　　　年（　　　　年）　　　　月　　　日

 平日昼間に連絡可能な電話番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（携帯・自宅・勤務先・その他）

 平日昼間に連絡可能な電話番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（携帯・自宅・勤務先・その他）

 １．令和　　　年　　　月　　　日　（予定）

 ２．入居決定後の入居指定日（鍵受領の翌日）から１４日以内

 平日昼間に連絡可能な電話番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（携帯・自宅・勤務先・その他）
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―MEMO―
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―MEMO―
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営
住
宅
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ごあんない 

  宝塚市営住宅管理センター（ソリオ２・５階）周辺地図 

当センターには専用駐車場はありません。お越しの際は、電車・バスをご利用願い

ます。 

なお、お車でお越しの場合はソリオ１地下駐車場ほか周辺有料駐車場をご利用 

ください。 

〒６６５－０８４５ 

宝塚市栄町２丁目１番２号 

ソリオ２ ５階

電話（０７９７）８５－１０９１ 

阪急宝塚駅 

ＪＲ宝塚駅 

ソリオ２

ソリオ１

宝来橋 

宝塚ワシントンホテル 

ソリオ３




